
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 事業承継前から勤務する従業員に支給する退職金 

Ｑ：昨年、父の営んでいた個人病院を引き

継ぎました。今年に入って、父の代から長年

勤めていた看護師が、家庭の事情で退職する

ことになりました。この看護師に、父の代か

らの勤続年数に応じた退職金を支給しました

が、この退職金の取扱いはどうなりますか？ 

 

Ａ： 看護師が退職した年（今年）の、貴

方の事業所得の必要経費に算入されます。 

【解説】 

 所得税法上、事業所得の必要経費に算入す

べき金額は、その事業所得の総収入金額を得

るため直接に要した費用の額、その年に要し

た販売費、一般管理費などその事業の業務に

ついて生じた費用が含まれますが、これらの

費用は、その年において債務が確定している

ものでなければなりません。 

 退職金の場合には、 

①退職給与に係る債務が成立していること。 

②退職の事実が発生していること。 

③退職給与の額を合理的に算定できること。 

のすべての要件に該当することが必要です。 

 今回のケースでは、貴方がお父様から事業

を承継する時点で、その看護師は引き続き在

職することになっていたため、退職の事実が

発生していることにはなりません。したがっ

て、在職期間のほとんどがお父様の代であっ

たとしても、お父様の事業所得の必要経費に

算入することはできません。実際に看護師が

退職し、退職金債務が確定した時点で事業経

営者である、貴方の事業所得の必要経費に算

入されることになります。  
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